
特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類 

１ 特定販売の概要 

①特定販売を行う際に

使用する通信手段 
・インターネット ・電話 ・カタログ ・その他（          ） 

②特定販売を行う 

医薬品の区分 

・第１類医薬品  

・指定第２類医薬品 

・第２類医薬品（指定第２類医薬品を除く）  

・第３類医薬品 

・薬局製造販売医薬品（毒薬・劇薬を除く） 

③特定販売を行う時間 

（   ）  ：   ～   ：  

（   ）  ：   ～   ：  

（   ）  ：   ～   ：  

④特定販売のみを行う

時間（ ・有 ・無 ） 

（   ）  ：   ～   ：  

（   ）  ：   ～   ：  

（   ）  ：   ～   ：  

 

２ 特定販売時の広告等 

特定販売時の広告上の

薬局又は店舗の名称 

特定販売を行うことについてインターネットを利用 

して広告をするときの主たるホームページアドレス 

主たるホームペ

ージの構成概要 

 

 

別添 のとおり 
ログインＩＤ ログインパスワード 

  

 

 

別添 のとおり 
ログインＩＤ ログインパスワード 

  

 

 

別添 のとおり 
ログインＩＤ ログインパスワード 

  

※専用アプリケーションソフト等を使用する場合は、当該ソフトの入手方法等に関する資料を添付する

こと。 

 

３ 特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 

①撮影に使用する

設備 

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ ・ｶﾒﾗ付き携帯電話（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ） ・ｶﾒﾗ付きﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 

・その他（      ） 

【ﾒｰｶｰ名：           機種名             】 

②画像送信に使用

する設備 

・ﾊﾟｿｺﾝ ・携帯電話（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ） ・その他（     ） 

【ﾒｰｶｰ名：           機種名             】 

③電話番号 （    ）    －      

④画像送信に使用

するメールアド

レス 

＠  

        ＠ 

        ＠ 

 

４ 備考 

 

 

特定販売のみを行う時
間がある場合のみ記載 


